
近
世
前
期
の
田
部
家
と
た
た
ら
経
営

相
　
良
　
英
　
輔

は
じ
め
に

た
た
ら
製
鉄
は
、
砂
鉄
を
原
料
と
し
、
木
炭
を
燃
料
と
し
て
炉
場
の
炉
と
大
鍛
袷

場
に
よ
っ
て
鉄
を
製
錬
・
精
錬
す
る
も
の
で
あ
る
。
砂
鉄
に
は
山
の
土
か
ら
鉄
穴
疏

し
と
い
う
比
重
選
鉱
に
よ
っ
て
砂
鉄
を
採
集
す
る
山
砂
鉄
と
、
川
の
底
か
ら
採
集
す

る
川
砂
鉄
、
海
岸
か
ら
採
集
す
る
浜
砂
鉄
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
木
炭
の
原
料
と
な
る

木
を
伐
採
す
る
山
を
近
世
前
期
に
は
鍍
山
と
称
し
て
い
た
が
、
近
世
後
期
か
ら
は
こ

れ
を
鉄
山
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
伝
統
的
製
鉄
法
は
、
西
荏

の
よ
う
に
鉄
鉱
石
を
原
料
と
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
製
品
は
和
鉄
と
も
称
し
て
い
る
。

た
た
ら
製
鉄
は
、
そ
の
製
法
技
術
に
お
い
て
砂
鉄
を
溶
融
す
る
た
め
に
炉
の
中
の

温
度
を
一
五
〇
〇
度
の
高
温
に
保
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
た
め
に
大
量

の
風
を
吹
き
込
む
送
風
装
置
も
工
夫
さ
れ
た
。
高
温
を
保
つ
工
夫
と
し
て
戦
国
時
代

か
ら
し
だ
い
に
炉
の
下
に
床
釣
り
と
呼
ば
れ
る
防
水
防
湿
の
地
下
施
設
が
設
け
ら
れ

o

る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
近
世
期
を
通
じ
て
充
実
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
送
風
施
設

も
踏
帯
や
吹
差
韓
か
ら
近
世
後
期
に
は
天
秤
端
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
大
型
の
炉

が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
製
鉄
炉
は
高
殿
と
呼
ば
れ
る
建
物
の
中
に

設
置
さ
れ
、
し
だ
い
に
大
型
化
し
て
い
く
と
同
時
に
、
炉
内
の
高
温
を
安
定
的
に
保

つ
た
め
に
地
下
構
造
も
し
だ
い
に
撤
密
化
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ま
で
中
世
の
野
鐘
か

ら
近
世
の
永
代
鐘
へ
の
転
換
と
推
定
さ
れ
て
き
た
が
、
今
日
ま
で
野
鍍
な
る
も
の
の

実
態
が
明
ら
か
で
な
く
、
そ
の
存
在
す
ら
疑
わ
し
く
な
っ
て
き
た
。

い
っ
ぽ
う
、
近
世
前
期
に
は
年
間
操
業
回
数
も
湿
気
の
多
い
夏
季
の
操
業
を
休
ん

で
せ
い
ぜ
い
二
十
～
三
十
回
の
操
業
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
通
年
操
業
と
な
り
、

六
〇
回
程
度
は
操
業
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
回
の
操
業
で
四
〇
駄
　
(
四
・

五
ト
ン
)
　
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
-
。

た
た
ら
製
鉄
の
労
働
者
も
専
業
化
し
て
い
き
、
た
た
ら
製
鉄
労
働
者
は
山
内
と
呼

ば
れ
る
た
た
ら
製
鉄
設
備
の
集
中
し
た
地
域
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
鉄
師
の
も

と
で
生
活
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
庄
屋
を
筆
頭
に
封
建
領
主
に
支
配
さ
れ
て
い
た

村
落
農
民
と
は
共
同
体
を
別
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
近
世
後
期
、
遅
く
と

も
幕
末
に
は
た
た
ら
製
鉄
の
労
働
の
う
ち
、
送
風
労
働
に
従
事
す
る
番
子
の
よ
う
な

単
純
労
働
に
、
零
細
農
民
が
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
-
。
さ
ら
に
山
内
と
農
村

の
あ
い
だ
に
婚
姻
も
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
松
江
藩
の
樫
井
家
史
料
に
は

そ
の
よ
う
な
事
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
　
(
道
重
哲
男
・
相
良
英
輔
編
『
出
雲
と
石
見

銀
山
街
道
』
)
。

近
年
、
た
た
ら
製
鉄
の
盛
ん
で
あ
っ
た
島
根
県
に
お
い
て
三
大
鉄
師
と
呼
ば
れ
た

田
部
家
、
樫
井
家
、
麻
原
家
の
文
書
悉
皆
調
査
が
す
す
み
、
た
た
ら
史
料
の
分
析
が

盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
成
果
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
に
再
検
討
を
迫
っ
て

(
-
)

い
る
。佐

竹
昭
氏
は
麻
原
家
や
樫
井
家
の
鍍
山
売
買
証
文
の
検
討
を
し
て
、
高
殿
の
柱
を

意
味
す
る
　
「
押
立
」
と
い
う
表
現
が
一
六
五
九
年
　
(
万
治
二
)
　
か
ら
一
六
六
八
年

(
寛
文
八
)
　
の
証
文
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
仁
多
郡
で
は
高
殿
鐘
が
十
七
世
紀
中
こ

ろ
に
は
成
立
し
て
い
た
と
し
た
と
い
う
　
(
佐
竹
昭
「
樫
井
家
の
資
産
形
成
過
程
と
鉄

山
証
文
」
-
『
模
井
家
た
た
ら
の
研
究
と
文
書
目
録
』
所
収
-
)
。

山
崎
一
郎
氏
も
一
六
五
二
年
(
慶
安
五
)
　
の
麻
原
家
史
料
に
　
「
鐘
か
ち
や
屋
敷
」

の
文
言
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
「
天
秤
垢
導
入
以
前
、
鐘
が
す
で
に
炉
を
覆
う
恒

常
的
な
建
物
=
高
殿
を
築
い
て
操
業
し
て
い
た
こ
と
を
文
献
的
に
示
す
事
例
」
と
考

え
て
い
る
　
(
山
崎
1
郎
「
十
七
～
十
八
世
紀
前
期
、
松
江
藩
の
鉄
山
政
策
と
鉄
山
業

の
展
開
」
-
『
史
学
研
究
』
第
二
六
七
号
所
収
)
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
高
殿
が
構
築
さ
れ
、
鉄
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
時
期
を
、
製
鉄
に
従
事
し
て
い
た
家
の
文
書
に
よ
っ
て
従
来
よ
り
も
早
い
時
期
と

3



し
て
、
こ
れ
を
実
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
山
崎
氏
も
言
う
よ
う
に
、
「
寛
文
期
(
天
秤
祐
導
入
以
前
)
　
の
操
業
回

数
は
、
正
徳
期
(
天
秤
鞘
導
入
以
後
)
　
の
半
分
程
度
に
す
ぎ
な
い
」
　
の
で
あ
り
、
土

1
7
・
こ

井
作
治
氏
が
い
う
元
禄
・
享
保
期
の
　
「
高
殿
鍍
」
体
制
と
は
明
ら
か
に
生
産
体
制
が

異
な
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
撤
密
な
地
下
構
造
を
と
も
な
う
高
殿
を

築
-
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
発
展
・
成
熟
し
、
通
年
操
業
の
大

量
生
産
体
制
が
成
立
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
具
体
的
な
た
た
ら
操
業
あ
る
い
は
た
た
ら
経
営
に
つ
い
て
、
史
料
の

許
す
限
り
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
史
料
的
制
約
か

ら
困
難
で
は
あ
る
が
、
小
稿
で
は
日
本
有
数
の
鉄
師
で
あ
っ
た
雲
南
市
吉
田
町
の
田

部
家
文
書
に
基
づ
き
、
近
世
前
期
に
鉄
山
経
営
者
が
成
立
し
て
い
-
過
程
を
可
能
な

限
り
分
析
し
て
み
た
い
。

-
 
'
近
世
前
期
の
鉄
師
・
田
部
家

松
江
藩
の
三
大
鉄
師
、
田
部
家
・
樫
井
家
・
麻
原
家
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て

近
世
後
期
の
巨
大
山
林
地
主
と
な
り
、
不
動
の
大
鉄
師
に
な
っ
て
い
っ
た
か
は
依
然

と
し
て
明
確
で
は
な
い
。
田
部
家
の
一
紙
文
書
の
古
い
も
の
と
し
て
は
、
寛
永
十
年

O

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

蝣

サ

)

(
1
六
三
三
)
　
や
明
暦
四
年
(
一
六
五
八
)
　
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
直
接
田

郡
家
に
関
係
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
明
暦
四
年
五
月
七
日
の
文
書
は
、
す
が

屋
三
郎
兵
衛
な
る
も
の
が
組
頭
惣
兵
衛
殿
に
対
し
、
吉
田
町
の
　
「
町
屋
敷
壱
問
裏
地

共
に
無
残
」
「
永
代
売
渡
」
す
証
文
で
、
吉
田
町
年
寄
長
左
衛
門
・
仁
兵
衛
、
日
代

七
郎
兵
衛
、
吉
田
村
庄
屋
又
右
衛
門
、
大
吉
田
村
庄
屋
市
兵
衛
も
連
署
し
て
い
る
。

代
銀
は
丁
銀
三
百
五
拾
目
で
あ
る
。

1
.
^
,

と
こ
ろ
で
第
一
表
に
示
す
よ
う
に
、
明
暦
三
年
「
飯
石
郡
吉
田
村
御
検
地
帳
」
　
に

よ
る
と
、
こ
の
時
す
で
に
吉
田
町
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
　
「
検
地
帳
」

か
ら
吉
田
町
に
は
当
時
町
屋
敷
六
七
筆
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
日
の

【第1表】明暦3 (1657)年吉田町屋数名請人一覧表

N 0. 面積 名 請 人 N0. 面 積 名 請 人 N 0. 面 積 名 請 人

l l .5 和 右 衛 門 24 1 .5 九 右 衛 門 47 1.5 吉 兵 衛

2 1 .5 作 左 衛 門 25 1 .5 又 蔵 1.5 利 右 衛 門

1 .5 久 蔵 26 1 .5 九 蔵 49 3.0 仁 兵 衛 (翌 年 町年 寄 )

1 .5 四郎 兵 衛 2 7 3 .0 利 兵 衛 50 1.5 小 三 郎

5 3 .0 善 兵 衛 1 .5 弥 之 助 5 1 1.5 多 兵 衛

1 .5 彦 市 1 .5 甚 右 衛 門 52 1.5 与 兵 衛

1 .5 五 郎 作 30 1 .5 弥 十 郎 53 3.0 仁 兵 衛

8 3 .0 小 左 衛 門 3 1 3 .0 八 郎 兵 衛 54 3.0 三 郎 兵 衛 ( 日代 )

9 1 .5 与 右 衛 門 32 3 .0 惣 兵 衛 55 3.0 仁 左 衛 門

10 1 .5 善 十 郎 33 1 .5 九 兵 衛 . 次 兵 衛 56 4 .5 長 左 衛 門 (翌 年 年 寄 )

11 1 .5 庄 左 衛 門 34 0 .S 玄 与 57 1.5 市 蔵

12 1 .5 助 三 郎 35 1 .5 久 三 郎 1.5 孫 兵 衛

13 1 .5 善 兵 衛 36 1 .5 助 左 衛 門 59 1一5 八 左 衛 門

14 1 .5 甚 四郎 3 7 1.5 喜 兵 衛 60 3 .0 七 郎 兵 衛 (翌 年 日代 )

15 1 .5 城 頓 3 .0 吉 右 衛 門 6 1 1 .5 長 三 郎

16 1 .5 六 左 衛 門 3 9 1.5 善 四 郎 1 .5 久 四 郎

17 1 .5 権 三 郎 4 0 3 .0 長 寿 寺 2 .5 助左 衛 門

18 1 .5 彦 左 衛 門 4 1 1.5 助 兵 衛 64 3 .5 安 左 衛 門

19 1 .5 長 次 郎 4 2 4 .5 次 郎 兵 衛 65 4 .5 市 左 衛 門

20 3 .0 日代 . 三 郎 兵 衛 4 3 1.5 権 兵 衛 5 .5 善 次 郎

2 1 3 .0 八 兵 衛 44 1.5 弥 次 右 衛 門 6 7 6 .5 庄右 衛 門

22 1 .5 五 郎 兵 衛 4 5 1.5 久 左 衛 門

23 1 .5 次 右 衛 門 4 6 1.5 与 左 衛 門 . 源 右 衛 門
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吉
田
町
に
お
け
る
町
並
の
原
型
が
こ
の
時
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、

注
目
に
値
す
る
。
こ
の
時
の
日
代
は
三
郎
兵
衛
で
あ
る
。
三
郎
兵
衛
は
翌
年
に
は
冒

代
を
退
き
、
七
郎
兵
衛
に
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
前
述
の
田
部
家
文
書
で
わ
か
る
。

組
頭
と
吉
田
村
庄
屋
は
明
暦
三
年
の
者
が
引
続
き
勤
め
て
い
る
が
、
年
寄
は
二
人
と

も
替
っ
て
い
る
。

明
暦
三
年
の
「
検
地
帳
」
を
み
る
と
、
六
七
筆
の
う
ち
、
敷
地
面
積
二
四
歩
は
一

筆
、
一
畝
十
五
歩
が
四
五
筆
で
あ
り
、
各
一
人
が
名
請
け
し
て
い
る
。
さ
ら
に
二
畝

一
五
歩
一
筆
、
三
畝
歩
一
四
筆
、
三
畝
l
五
歩
が
l
筆
、
四
畝
l
五
分
三
筆
、
五
畝

1
五
歩
一
筆
、
六
畝
1
五
歩
l
筆
と
な
っ
て
い
る
.
明
暦
四
年
に
町
年
寄
に
名
を
連

ね
て
い
る
仁
兵
衛
は
三
畝
の
屋
敷
を
名
請
け
し
、
同
じ
-
四
年
に
年
寄
に
な
っ
た
長

左
衛
門
は
四
畝
一
五
歩
の
屋
敷
を
名
請
け
し
て
い
る
。
日
代
三
郎
兵
衛
は
三
畝
歩
の

町
屋
敷
を
二
筆
持
っ
て
お
り
、
町
役
人
と
し
て
の
日
代
を
勤
め
、
経
済
的
に
も
吉
田

町
の
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
翌
明
暦
四
年
に
は
日
代
を
七

郎
兵
衛
に
譲
り
、
「
町
屋
敷
壱
間
裏
地
共
に
」
売
り
渡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
か

三
郎
兵
衛
の
身
に
異
変
が
起
き
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
近
世
初
期
吉
田
町
歴
代

の
日
代
を
第
一
図
に
示
し
た
。

享
保
十
四
年
(
一
七
二
九
)
没
と
な
っ
て
お
り
、
明
暦
四
年
と
は
少
し
時
代
が
離
れ

て
い
る
。

田
部
家
が
町
屋
敷
を
購
入
し
た
こ
と
を
示
す
最
も
古
い
文
書
は
、
(
-
)
寛
文
二
年

(
一
六
六
二
)
八
月
「
売
申
町
家
屋
敷
之
事
」
(
前
蔵
2
 
7
)
で
あ
る
。
以
下
、
元
禄
五
年

迄
に
田
部
家
が
吉
田
町
で
購
入
・
売
却
し
た
家
屋
敷
・
畠
を
第
二
表
に
示
し
た
。

第
1
図
　
吉
田
町
歴
代
の
日
代

明
暦
-
年
(
-
H
C
O
i
n
t
-
)
　
　
明
暦
4
年
　
　
　
　
　
　
　
寛
文
-
午
(
i
-
I
!
D
C
D
(
m
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
禄
-
午

三
郎
兵
衛
　
　
-
　
　
七
郎
兵
衛
　
　
-
　
　
長
左
衛
門
(
明
暦
4
年
は
年
寄
)
　
　
-
　
　
治
右
衛
門

六
畝
一
五
歩
と
い
う
も
っ
と
も
広
い
屋
敷
地
を
名
請
け
し
て
い
る
庄
右
衛
門
が
ど

の
よ
う
な
人
物
か
は
不
明
で
あ
る
。
田
部
家
九
代
安
右
衛
門
(
田
部
家
に
伝
え
ら
れ

る
系
図
に
よ
る
と
、
八
代
五
左
衛
門
ま
で
は
「
田
辺
」
を
名
乗
り
、
九
代
か
ら
「
田

部
」
を
名
乗
る
。
そ
し
て
九
代
目
安
右
衛
門
か
ら
「
前
綿
屋
」
の
家
号
を
持
つ
)
　
の

兄
弟
に
　
「
庄
右
衛
門
」
　
(
上
綿
屋
)
　
が
い
る
が
、
田
郡
家
に
伝
え
ら
れ
る
系
図
に
は

【第2表】近世前期綿屋(田部家)家屋・畑・腰林の購入と売却一覧

N 0. 和 暦 西暦 月 日 売 主
面積

(畝 )

代銀
(匁 )

備 考

1 寛文 2 16 62 8 吉田町七郎兵 衛 (明暦 4 年 目代 ) 5 .12 4 00 町屋敷 と畠売却

o 寛文 7 16 67 3 .12 川原町七蔵 40

3 天和元 16 81 12 .1 中原や仁右衛門、倖与次右門 21 0

4 元禄 2 16 89 10 .5 宍道や長左衛門、同与三右衛門 70 0

5 元禄 4 16 9 1 3 .12 掛合村清水久左衛門、同次郎右衛門 27 5

6 元禄 5 1 692 2.13 喜右衛門、弟又兵衛 14 0

7 元禄 5 1 69 2 2.l l 新町善十 65

8 元禄 5 1 69 2 12 .19 千谷や七郎兵衛 16 0

9 元禄 6 1 69 3 12 .2 5 わたや安右衛門 (買主新 町弥兵衛) 5 5 代札丁銀

10 元禄 9 1 69 6 9 新 町の市右衛門 が安右衛 門か ら借銀 3.1 町屋敷半 ヶ所書入
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さ
て
寛
文
二
年
史
料
に
よ
る
と
、
吉
田
町
の
七
郎
兵
衛
、
彦
兵
衛
、
仁
兵
衛
の
三

人
は
「
御
鉄
方
御
仕
入
米
」
が
未
進
と
な
り
、
そ
の
時
の
御
代
官
松
本
久
右
衛
門
の

裁
断
に
よ
り
、
三
人
の
家
、
屋
敷
、
後
地
共
に
「
永
代
売
渡
し
」
と
し
、
そ
の
売
買

代
銀
を
未
進
代
銀
と
し
、
後
の
御
代
官
喜
多
村
忠
右
衛
門
に
差
出
し
、
「
御
勘
定
」

と
し
た
。
こ
の
時
、
屋
敷
を
畠
と
と
も
に
購
入
し
た
の
が
五
左
衛
門
、
久
四
郎
、
五

郎
兵
衛
で
あ
る
。
五
左
衛
門
は
、
田
郡
家
文
書
(
-
)
寛
文
七
年
(
一
六
六
七
)
三

月
十
二
日
「
永
代
売
渡
家
屋
敷
之
事
」
(
前
蔵
2
 
7
)
　
に
出
て
-
る
「
わ
た
や
五
左
衛

門
」
で
あ
り
、
田
郡
家
の
八
代
と
い
わ
れ
る
「
五
左
衛
門
」
で
あ
る
。
こ
の
証
文
に

よ
る
と
、
川
原
町
の
七
蔵
は
「
わ
た
や
五
左
衛
門
」
に
「
川
原
町
家
屋
敷
壱
問
後
也

共
ニ
」
丁
銀
四
拾
目
で
売
り
渡
し
て
い
る
。

さ
て
、
再
び
寛
文
二
年
の
売
買
証
文
に
戻
り
三
人
の
買
主
を
具
体
的
に
記
述
す
る

と
、
五
左
衛
門
は
明
暦
四
年
目
代
を
務
め
て
い
た
七
郎
兵
衛
の
町
屋
敷
三
畝
、
外
に

御
年
貢
後
地
上
畠
二
畝
1
二
歩
を
代
丁
銀
四
百
日
で
、
久
四
郎
は
同
年
町
年
寄
を
杏

め
て
い
た
仁
兵
衛
の
町
屋
敷
三
畝
、
外
に
御
年
貢
後
地
上
畠
一
畝
一
二
歩
を
代
丁
銀

八
六
匁
で
、
五
郎
兵
衛
は
彦
兵
衛
の
町
屋
敷
四
畝
一
五
歩
、
外
に
御
年
貢
後
地
上
畠

二
l
歩
を
代
丁
銀
1
二
九
匁
で
購
入
し
て
い
る
。
こ
の
証
文
は
日
代
長
左
衛
門
と
組

頭
長
九
郎
の
連
署
に
よ
っ
て
前
述
の
三
人
の
買
主
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
代

長
左
衛
門
は
、
明
暦
三
年
「
御
検
地
帳
」
で
吉
田
町
屋
敷
四
畝
一
五
歩
を
名
請
け
し

て
お
り
、
先
の
明
暦
四
年
「
田
部
家
文
書
」
に
吉
田
町
年
寄
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

さ
て
、
田
部
家
八
代
と
い
わ
れ
る
わ
た
や
五
左
衛
門
の
購
入
し
た
屋
敷
三
畝
歩
は
五

郎
兵
衛
の
屋
敷
地
よ
り
少
な
い
が
、
上
畠
二
畝
一
二
歩
は
他
の
二
人
よ
り
は
る
か
に

広
-
、
こ
れ
が
将
来
広
大
な
屋
敷
地
と
な
っ
て
い
-
の
で
あ
ろ
う
。

わ
た
や
は
、
そ
の
後
も
次
々
に
屋
敷
を
購
入
し
て
い
る
。
(
-
)
天
和
元
年
(
一

六
八
1
)
十
二
月
朔
日
「
永
代
売
渡
申
家
屋
敷
之
事
」
　
(
前
蔵
2
 
7
)
　
に
よ
る
と
、
中

原
や
仁
右
衛
門
と
倖
与
次
右
門
は
、
わ
た
や
五
左
衛
門
に
対
し
、
「
町
屋
敷
半
間
、

家
屋
敷
蔵
裏
地
あ
ま
り
御
年
貢
畑
共
ニ
」
丁
銀
札
二
一
〇
匁
で
売
却
し
て
い
る
。
次

の
田
部
家
売
買
証
文
は
、
(
4
)
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
一
〇
月
五
日
「
永
代
売

渡
申
家
屋
敷
之
事
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
宍
道
や
長
左
衛
門
と
同
与
三
右
衛

門
は
綿
屋
五
左
衛
門
と
安
右
衛
門
(
田
部
家
九
代
)
　
に
対
し
、
「
町
屋
敷
西
口
弐
軒

と
家
蔵
裏
地
余
御
年
貢
地
共
ニ
」
丁
銀
札
七
〇
〇
日
で
売
却
し
て
い
る
。
売
主
は
宍

道
や
長
左
衛
門
で
あ
る
が
、
明
暦
三
年
検
地
帳
で
町
屋
敷
四
畝
一
五
歩
を
名
詩
し
、

同
四
年
町
年
寄
、
寛
文
二
年
目
代
と
し
て
登
場
し
た
長
左
衛
門
と
も
推
測
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
、
明
暦
三
年
か
ら
元
禄
二
年
ま
で
は
三
十
二
年
の
年
月
を
経
て
お

り
、
確
証
は
な
い
。
こ
の
証
文
に
は
、
半
年
後
の
「
午
ノ
三
月
升
二
日
」
付
け
で
、

「
吉
田
町
日
代
治
右
衛
門
」
と
年
寄
新
右
衛
門
の
連
署
に
よ
る
「
右
之
通
紛
無
之
候

以
上
」
と
い
う
文
の
貼
紙
が
あ
る
。

さ
て
、
次
の
田
部
家
売
買
証
文
は
、
(
5
)
元
禄
四
年
(
l
六
九
1
)
三
月
十
二

日
「
永
代
売
渡
申
家
屋
敷
之
事
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
売
主
掛
合
村
清
水
久

左
衛
門
」
と
同
次
郎
右
衛
門
は
綿
屋
安
右
衛
門
に
対
し
、
「
町
屋
敷
壱
軒
半
、
但
裏

地
川
か
き
り
」
を
札
丁
銀
二
七
五
匁
で
売
り
渡
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
「
証
人
吉
田

村
古
山
五
郎
右
衛
門
」
が
連
署
し
、
文
書
の
末
に
同
日
付
の
吉
田
町
「
日
代
治
右
徳

門
、
年
寄
新
右
衛
門
」
の
判
も
あ
る
。
売
主
が
掛
合
村
の
清
水
久
左
衛
門
で
あ
る
が
、

吉
田
町
の
町
屋
敷
売
買
証
文
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

次
の
売
買
証
文
は
、
(
-
)
元
禄
五
年
(
一
六
九
二
)
申
二
月
十
三
日
「
売
渡
申

家
屋
敷
之
事
」
　
で
あ
る
。
「
売
主
喜
右
衛
門
」
は
弟
又
兵
衛
と
連
署
で
わ
た
や
安
右

衛
門
に
対
し
、
「
西
口
半
間
家
屋
敷
裏
地
共
無
残
但
後
前
戸
座
せ
っ
ち
ん
共
ニ
」
代

銀
一
四
〇
日
で
「
十
ヶ
年
切
売
渡
」
し
て
い
る
。
こ
の
証
文
は
、
こ
れ
ま
で
の
証
文

と
違
い
、
「
買
戻
シ
」
を
条
件
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
御
年
貢
諸
役
目
等
至
迄
」

わ
た
や
安
右
衛
門
の
勤
め
と
な
る
が
、
そ
の
間
「
年
々
三
割
之
利
足
元
直
シ
利
二
刺

ヲ
加
代
銀
令
返
弁
巳
年
買
戻
」
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
い
つ
ま
で
も
わ
た
や
安
右
衛
門
の
屋
敷
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
文

書
末
に
「
前
書
之
通
り
相
違
無
御
座
候
以
上
」
と
し
て
日
代
治
右
衛
門
と
年
寄
新
右

6



衛
門
の
判
が
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
証
文
は
寛
文
二
年
の
場
合
、
文
中
に
　
「
永
代
売
渡

し
」
と
あ
り
、
同
七
年
の
場
合
は
文
書
題
が
「
永
代
売
渡
家
屋
敷
之
事
」
と
あ
り
、

さ
ら
に
文
中
に
「
此
上
ハ
何
様
之
新
儀
御
法
度
御
奉
行
様
御
替
り
被
為
成
候
共
毛
頭

異
議
中
間
敷
候
」
と
あ
る
。
天
和
元
年
の
証
文
も
文
書
題
に
「
永
代
売
渡
」
と
あ
り
、

文
中
に
は
「
如
何
様
成
新
儀
御
法
度
御
国
替
り
御
代
替
り
天
下
l
頭
之
御
徳
政
御
症

候
共
此
家
屋
敷
二
付
毛
頭
出
入
中
間
敷
候
」
と
あ
る
。
元
禄
二
年
の
証
文
で
は
、
や

は
り
文
書
題
は
「
永
代
売
渡
」
と
あ
り
、
文
中
に
は
「
如
何
様
之
新
儀
御
法
度
御
国

替
天
下
l
同
之
御
徳
政
御
座
候
共
、
此
屋
敷
之
儀
二
付
子
々
孫
々
二
至
迄
少
も
申
分

仕
間
数
候
」
と
な
っ
て
い
る
。
元
禄
四
年
の
証
文
も
同
二
年
の
証
文
と
ほ
ぼ
同
じ
文

面
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
貞
享
四
年
(
l
六
八
七
)
　
四
月
に
は
「
土
地
売
買
再
禁
令
」
が
出
て

い
る
。
寛
永
二
十
年
(
一
六
四
三
)
　
三
月
「
田
畑
永
代
売
買
禁
止
令
」
が
出
た
が
、

こ
の
禁
令
は
や
が
て
崩
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
(
-
)
　
の
史
料
で
み
た
よ
う
に
、

寛
文
二
年
八
月
に
は
「
永
代
売
渡
し
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
貞
享
四
年
四
月

に
は
「
再
禁
令
」
が
出
る
。
田
郡
家
文
書
に
も
そ
れ
を
反
映
し
た
も
の
が
あ
る
。
負

ニ
ー
＼

享
四
年
七
月
「
売
渡
し
申
鉄
山
之
事
」
　
で
あ
る
が
、
法
令
の
出
た
直
後
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
法
令
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
原
田
村
中
百

姓
た
ち
は
、
年
寄
二
人
、
庄
屋
又
左
衛
門
、
組
頭
彦
兵
衛
を
含
め
て
六
三
名
の
連
名

に
よ
り
、
山
口
村
の
九
郎
右
衛
門
殿
へ
　
「
原
田
村
鉄
山
不
残
」
を
代
札
丁
銀
三
貫
五

百
日
で
売
り
渡
し
て
い
る
。
し
か
し
証
文
の
中
身
を
見
る
と
、
「
右
当
卯
之
年
代
鍾

請
取
卯
よ
り
子
迄
拾
ヶ
年
切
売
渡
し
申
所
実
証
之
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
　
「
右
之
山
代

銀
二
而
永
代
二
売
申
候
得
共
、
当
年
よ
り
田
畑
永
代
之
売
買
御
停
止
二
付
、
此
山
茂

右
之
代
銀
二
年
々
壱
割
半
之
加
利
息
ヲ
拾
ケ
年
目
二
請
戻
シ
可
申
儀
定
」
と
な
っ
て
い

る
。い

っ
ぽ
う
、
「
土
地
売
買
再
禁
止
令
」
が
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ま

ま
「
永
代
売
渡
し
」
　
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
前
述
の
証
文
史
料
(
4
)
　
は
元

禄
二
年
で
あ
り
、
(
-
)
　
は
元
禄
四
年
の
史
料
で
あ
る
が
、
「
永
代
売
渡
し
」
を
行
っ

て
い
る
。
「
法
令
」
が
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
じ
元
禄
五
年
申
二
月
十
一
日
の
証
文
は
、
畑
の
売
買
証
文
で
あ
る
が
、

「
買
戻
シ
」
を
前
提
に
し
た
「
十
ヶ
年
切
売
渡
」
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
　
(
-
)

「
売
渡
申
畑
之
事
」
　
に
よ
る
と
新
町
の
善
十
は
、
わ
た
や
安
右
衛
門
に
対
し
、
「
高
三

斗
七
升
ハ
右
畑
、
石
新
田
、
但
腰
林
無
残
」
を
代
札
丁
銀
六
五
匁
で
「
十
ヶ
年
切
売

渡
」
し
て
い
る
。
こ
れ
も
証
文
(
-
)
　
と
同
じ
よ
う
に
、
「
年
々
三
割
之
利
足
元
直

シ
利
二
利
を
加
、
代
米
こ
て
返
弁
巳
年
買
戻
シ
可
申
候
、
.
若
不
勝
手
こ
て
買
戻
シ
申

事
不
成
候
ハ
、
何
ヶ
年
茂
其
方
可
為
畑
候
」
と
あ
る
。

同
じ
く
(
-
)
「
元
禄
五
年
申
十
二
月
十
九
日
」
　
の
　
「
永
代
売
渡
申
家
屋
敷
之
事
」

で
は
、
「
売
主
千
谷
や
七
郎
兵
衛
」
は
わ
た
や
安
右
衛
門
に
対
し
、
「
町
家
屋
敷
半
ヶ

所
之
所
裏
地
英
二
無
残
」
代
札
丁
銀
一
六
〇
日
で
売
り
渡
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
(
-
)
「
元
禄
六
年
酉
ノ
十
二
月
二
十
五
日
」
の
　
「
売
渡
申
町
家

屋
敷
之
事
」
　
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
家
屋
敷
を
購
入
す
る
1
方
で
あ
っ
た
わ

た
や
五
左
衛
門
や
安
右
衛
門
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
は
安
右
衛
門
が
新
町
の
弥
兵
衛

へ
　
「
新
町
又
左
衛
門
家
屋
敷
半
ヶ
所
裏
地
共
二
無
残
」
代
札
丁
銀
五
拾
五
匁
で
「
拾

ヶ
年
切
二
売
渡
」
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
御
公
儀
様
御
定
之
元
利
元
二
直
シ
、
利
二

利
を
-
わ
へ
代
銀
返
弁
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
十
年
後
買
い
戻
せ
な
い
場
合
、

前
述
の
よ
う
に
　
「
何
ヶ
年
茂
其
方
屋
敷
可
為
候
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

「
証
文
」
も
「
売
主
わ
た
や
」
　
に
　
「
吉
田
町
日
代
治
右
衛
門
」
と
「
同
町
年
寄
新
右

衛
門
」
が
連
署
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
屋
敷
を
買
う
一
方
で
あ
っ
た
「
わ
た
や
」
が
、
所
有
す
る
屋
敷
を
売
却

し
て
い
る
。
綿
屋
の
経
営
に
何
等
か
の
危
機
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
近
世
前

期
の
鉄
山
経
営
は
綿
屋
と
い
え
ど
も
そ
れ
ほ
ど
盤
石
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
な
-
も

な
い
。
樫
井
家
の
場
合
も
宝
永
元
年
(
一
七
〇
四
)
、
大
坂
鉄
問
屋
川
崎
屋
次
郎
右

衛
門
・
綿
屋
次
兵
衛
の
二
件
に
対
し
、
銀
二
一
六
貫
二
九
一
匁
余
を
借
銀
し
て
お
り
、

7



元
禄
十
六
～
宝
永
二
年
(
一
七
〇
三
～
一
七
〇
五
)
　
に
は
大
坂
問
屋
側
が
手
代
を
派

(蝣SI)

遣
し
、
樫
井
家
鉄
山
経
営
に
直
接
関
与
し
て
い
る
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
(
S
)
元
禄
九
年
(
一
六
九
六
)
子
ノ
九
月
「
借
用
仕
銀
子
之

事
」
で
は
、
新
町
の
市
右
衛
門
が
綿
屋
安
右
衛
門
か
ら
銀
三
八
匁
一
分
を
借
用
し
、

こ
の
質
物
と
し
て
「
町
屋
敷
半
ヶ
所
家
屋
敷
後
地
英
二
無
残
」
を
書
入
れ
し
て
い
る
。

「
若
本
人
不
時
二
仕
候
ハ
、
右
書
人
中
候
し
ち
物
永
代
其
方
へ
御
取
可
被
成
候
」
と

あ
る
が
、
最
終
的
に
こ
の
家
屋
敷
が
綿
屋
の
も
の
に
な
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は

な
い
。
し
か
し
、
綿
屋
は
資
金
に
余
裕
が
あ
る
と
き
は
こ
の
よ
う
に
貸
金
業
を
事
莱

と
し
、
家
屋
敷
を
増
や
し
て
い
っ
た
も
の
と
患
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
(
-
)

<
S
)
　
ま
で
の
証
文
を
み
て
き
た
が
、
寛
文
二
年
か
ら
元
禄
九
年
ま
で
三
四
年
に

わ
た
る
綿
屋
の
家
屋
敷
を
中
心
と
し
た
資
産
集
積
過
程
を
見
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
間
、
八
代
五
左
衛
門
か
ら
九
代
安
右
衛
門
の
二
代
に
わ
た
る
資
産
集
積
過
程
で

あ
る
。
近
世
以
降
、
田
部
家
の
膨
大
な
資
産
　
(
家
屋
敷
、
田
畑
、
山
)
、
特
に
山

(
鉄
山
、
腰
林
)
　
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
「
藩
政
時
代
に
於
て
松
江
藩
よ
り
事
業
振
興

の
為
に
附
与
せ
ら
れ
た
も
の
が
大
部
分
を
成
す
」
と
か
「
推
進
変
革
の
際
、
法
的
に

1
1
・
)

私
的
所
有
に
転
化
さ
れ
た
」
な
ど
と
推
測
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
長
い
過
程
を
経

て
、
地
道
に
コ
ツ
コ
ツ
と
経
済
活
動
を
お
こ
な
っ
た
結
果
の
資
産
集
積
と
い
う
推
刺

も
充
分
成
り
立
つ
。
さ
ら
に
綿
屋
の
資
産
形
成
過
程
を
見
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
無
難
に

拡
大
成
長
し
て
い
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
以
下
、
田
部
家
の
た
た
ら
経
営
に
つ
い
て

見
て
み
た
い
。

2
 
`
近
世
前
期
田
部
家
の
た
た
ら
経
営

田
部
家
が
い
つ
頃
か
ら
た
た
ら
経
営
に
携
わ
っ
て
き
た
か
は
定
か
で
な
い
。
田
部

(S)

家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
系
図
に
よ
る
と
、
六
代
・
与
三
兵
衛
通
年
を
「
鉄
山
中
興
」

と
記
し
て
お
り
、
「
元
和
年
中
」
(
1
六
l
五
～
l
六
二
三
)
備
後
高
野
山
か
ら
吉
田

(:=サ

村
に
帰
り
、
鉄
山
を
再
興
し
た
と
い
う
。
『
金
屋
子
神
信
仰
の
基
礎
的
研
究
』
に
よ

る
と
、
「
田
郡
家
初
の
永
代
炉
(
栗
原
炉
・
正
保
三
～
貞
享
四
)
」
と
あ
り
、
「
創
業

の
際
、
そ
の
守
護
神
と
し
て
金
屋
子
神
を
勧
請
」
と
記
し
て
あ
る
。
金
屋
子
神
社
に

は
棟
札
二
〇
枚
が
あ
り
、
1
番
古
い
も
の
は
寛
文
五
年
の
も
の
で
あ
る
。
粟
原
炉
に

つ
い
て
は
、
吉
田
町
木
ノ
下
に
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
昭
和
十
一
年
六
月
作
成
の

「
田
部
家
史
年
表
」
に
よ
る
と
「
吉
田
村
栗
原
炉
打
建
、
貞
享
四
年
迄
四
十
二
年
間

吹
く
」
と
あ
る
。
四
十
二
年
前
は
正
保
三
年
(
一
六
四
六
)
　
で
あ
り
、
『
金
屋
子
神

信
仰
の
基
礎
的
研
究
』
は
こ
れ
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
田
郡
家
史
年
表
」

の
典
拠
は
「
田
辺
家
譜
」
　
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
所
在
不
明
で
あ
る
。

田
部
家
が
た
た
ら
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
一
紙
文
書
で
、
最
も
古
い
も
の
は
、

(
3
)

寛
文
十
三
年
(
一
六
七
三
)
　
四
月
十
八
日
の
「
永
代
売
渡
申
鐘
山
鍛
冶
屋
山
之
事
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
吉
田
村
庄
屋
・
利
兵
衛
と
助
八
が
綿
屋
五
左
衛
門
へ
　
「
鍍
山
鍛

冶
屋
山
」
を
売
却
し
た
時
の
証
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
右
之
鐘
山
鍛
冶
屋

山
之
分
少
も
不
残
井
鍍
道
具
か
ち
屋
道
具
共
二
永
代
売
渡
、
則
代
包
丁
銀
壱
貫
九
百

五
拾
目
、
外
に
包
丁
銀
三
賞
目
借
シ
方
付
渡
」
、
「
二
口
銀
合
四
貫
九
百
五
拾
目
」
で

売
却
し
て
い
る
。
綿
屋
が
鉄
山
と
共
に
購
入
し
た
の
は
、
鍍
道
具
と
鍛
冶
屋
道
具
で

あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
た
た
ら
設
備
は
購
入
の
対
象
と
し
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

の
時
点
で
「
高
殿
」
と
い
え
る
設
備
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
が
、
い
ま

だ
資
産
と
い
え
る
ほ
ど
の
設
備
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
綿
屋
は
少
な
-
と
も
こ
の
寛
文
十
三
年
に
は
た
た
ら
経
営
を
は
じ
め

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
貞
享
四
年
(
1
六
八
七
)
か
ら
翌
年
に
か
け
て
綿
屋
で

は
た
た
ら
経
営
に
関
す
る
相
続
の
紛
議
が
生
じ
て
い
る
。
ま
ず
第
二
図
に
綿
屋
(
田

部
家
)
七
～
二
代
の
系
図
を
示
し
て
お
き
た
い
。
一
連
の
一
紙
文
書
か
ら
判
断
す

(
3
)

る
と
、
七
代
・
五
右
衛
門
は
吉
田
村
の
大
次
米
(
お
お
じ
ま
い
)
鍾
(
近
世
期
の
掛

合
村
、
中
野
村
に
隣
接
し
、
大
志
度
の
憐
)
を
操
業
し
て
い
た
が
、
五
右
衛
門
が
亡

く
な
っ
て
後
三
年
間
は
そ
の
子
五
右
衛
門
(
兄
)
　
と
五
郎
右
衛
門
が
「
寄
合
吹
」

(
共
同
操
業
)
す
る
こ
と
で
引
き
継
い
だ
。
し
か
し
三
年
後
は
お
互
い
折
り
合
い
が
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悪
く
、
五
郎
右
衛
門
の
み
が
た
た
ら
操
業
し
て
い
る
。
し
か
し
鉄
山
に
つ
い
て
は
兄

弟
の
五
右
衛
門
と
「
寄
合
山
」
と
し
て
相
続
し
た
か
ど
う
か
で
紛
議
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
一
連
の
文
書
の
な
か
で
、
「
弐
拾
三
年
以
前
午
年
」
よ
り
兄
弟
で
三
年
間
「
寄

合
吹
」
し
た
と
あ
り
、
そ
の
「
弐
拾
三
年
以
前
午
年
」
は
寛
文
六
年
(
一
六
六
六
)

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
以
前
か
ら
父
五
右
衛
門
は
大
次
米
鐘
を
操
業
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
綿
屋
の
た
た
ら
操
業
は
寛
文
五
年
(
1
六
六
五
)
以
前
か
ら

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
紛
議
の
決
着
は
貞
享
五
年
二
月
十
六
日
の

「
覚
」
　
に
記
さ
れ
て
い
る
。
綿
屋
八
代
・
五
左
衛
門
、
九
代
安
右
衛
門
と
古
山
・
五

郎
右
衛
門
、
西
・
五
右
衛
門
等
が
連
署
し
て
、
庄
屋
・
利
兵
衛
、
日
代
・
次
右
衛
門

な
ど
へ
差
出
し
た
も
の
で
、
「
当
米
五
拾
表
五
左
衛
門
、
五
郎
右
衛
門
両
人
よ
り
出

シ
、
五
右
衛
門
方
へ
相
渡
シ
埼
明
申
候
」
と
あ
る
。
綿
屋
八
代
五
左
衛
門
は
、
五
郎

右
衛
門
と
と
も
に
兄
五
右
衛
門
に
米
五
拾
表
を
差
出
し
て
一
件
落
着
さ
せ
て
い
る
。

第
2
図
　
綿
屋
　
(
田
郡
家
)
七
～
十
一
代
系
図

(
7
代
)

五
右
衛
門

露
(
-
代
)

安
右
衛
門

(
1
 
1
代
)

祖
右
衛
門

(
頓
原
綿
屋
)

与
二
兵
衛

(
上
綿
屋
)

庄
右
衛
門

善
八

3
 
'
元
禄
以
降
の
た
た
ら
経
営

元
禄
期
以
降
の
田
部
家
の
た
た
ら
経
営
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

(
3
)

か
。
「
鉄
山
旧
記
」
　
に
よ
る
と
、
元
禄
四
年
(
一
六
九
一
)
松
江
藩
で
も
天
秤
吹
き

が
始
ま
り
、
松
江
藩
御
札
座
に
よ
る
「
御
買
鉄
」
(
藩
の
専
売
)
　
が
始
ま
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
元
禄
七
年
(
一
六
九
四
)
、
松
江
藩
は
天
秤
撮
使
用
の
た
た
ら
の
運
上
銀

を
三
割
増
額
さ
せ
る
が
　
(
ト
蔵
家
文
書
「
諸
控
」
)
、
こ
の
こ
と
は
天
秤
鞘
導
入
が
鐘

の
鉄
生
産
量
増
大
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
不
し
て
い
る
。

し
か
し
、
経
営
規
模
の
拡
大
は
、
大
坂
鉄
問
屋
ほ
か
藩
外
商
人
と
の
結
び
つ
き
を

強
め
、
前
賃
を
受
け
な
が
ら
鉄
山
経
営
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
模
井
家
は
元

(
2
)

禄
末
～
宝
永
期
に
大
坂
鉄
問
屋
に
多
額
の
借
銀
を
抱
え
、
経
営
危
機
に
直
面
し
た
。

さ
て
、
宝
永
元
年
に
は
「
御
買
鉄
」
を
止
め
、
「
先
納
銀
六
〇
〇
貫
目
」
が
命
じ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
翌
二
年
に
は
再
び
「
御
札
座
」
の
　
「
御
買
鉄
」
と
な
り
、

同
四
年
に
は
ま
た
「
御
買
鉄
」
を
止
め
、
「
私
売
」
　
に
な
っ
て
い
る
。
翌
五
年
に
は

ま
た
ま
た
「
御
買
鉄
」
　
に
な
る
。

正
徳
元
年
(
一
七
一
五
)
五
月
、
鉄
師
は
「
御
買
鉄
代
御
議
定
違
」
と
「
不
足
銀

拾
年
賦
」
の
「
願
書
」
を
携
え
て
、
藩
御
役
所
の
桑
原
喜
太
夫
と
岡
本
善
右
衛
門
の

所
へ
行
っ
て
い
る
。
同
四
年
八
月
に
は
天
秤
吹
き
が
中
止
と
な
り
、
「
元
之
通
差
吹
」

を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
翌
年
に
は
、
鐘
一
ヶ
所
に
つ
き
米
一
五
石
五
斗
を
支
払
わ

(S)

せ
る
こ
と
で
天
秤
吹
き
の
使
用
を
認
め
て
い
る
。
も
は
や
「
天
秤
吹
き
」
を
や
め
て

「
差
吹
き
」
　
で
他
藩
の
鉄
師
と
競
争
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天

秤
吹
き
が
一
時
的
に
中
止
に
な
っ
た
の
は
、
濁
流
被
害
に
苦
し
む
百
姓
の
訴
え
や
秩

穴
流
し
の
増
加
に
よ
っ
て
川
床
が
上
が
り
、
天
井
川
に
な
り
、
洪
水
が
起
こ
り
や
す

く
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
原
因
と
い
わ
れ
る
が
、
大
量
生
産
体
制
が
可
能
に
な
っ
て
も
、

粉
鉄
の
供
給
が
追
い
つ
か
な
い
こ
と
な
ど
も
理
由
の
1
つ
で
あ
る
。
宝
暦
十
l
年
の

C
3
)

「
鉄
方
御
条
目
」
　
で
は
そ
の
あ
た
り
の
実
情
が
よ
-
わ
か
る
。
ま
た
山
崎
一
郎
氏
も

(
3
)

楼
井
家
史
料
に
基
づ
き
、
「
鉄
穴
流
し
」
　
の
商
流
被
害
に
苦
し
む
神
門
・
出
雲
郡
百

姓
か
ら
藩
へ
の
「
年
々
」
の
訴
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
も
あ

れ
、
大
量
生
産
体
制
に
な
り
つ
つ
あ
る
た
た
ら
製
鉄
に
対
し
て
、
藩
の
政
策
が
め
ま

ぐ
る
し
く
変
わ
り
、
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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こ
の
時
期
、
鉄
師
た
ち
も
大
量
生
産
に
対
し
て
、
販
売
体
制
が
整
わ
ず
、
必
ず
し

も
た
た
ら
製
鉄
の
経
営
は
順
調
で
は
な
か
っ
た
。
享
保
七
年
　
(
一
七
二
二
)
、
御
買

鉄
制
下
で
の
鉄
代
銀
の
清
算
方
法
を
巡
り
、
藩
と
鉄
師
た
ち
の
問
で
激
し
い
対
立
が

(
3
)

生
じ
た
。
最
終
的
に
は
郡
奉
行
が
鉄
師
た
ち
の
　
「
口
上
書
」
を
受
け
取
り
、
大
原
郡
、

仁
多
郡
、
飯
石
郡
に
出
向
い
た
こ
と
で
こ
の
　
「
事
件
」
　
は
終
息
し
て
い
る
。
こ
の
事

件
は
、
鉄
師
た
ち
が
藩
の
鉄
方
に
対
し
必
死
の
抵
抗
を
し
、
そ
れ
な
り
の
要
求
を

行
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

4
0
　
元
禄
以
降
の
田
部
家

田
部
家
の
九
代
安
右
衛
門
は
、
「
田
部
家
系
図
」
　
に
よ
る
と
、
「
此
時
鉄
山
益
々
繁

盛
、
金
銀
如
山
、
米
穀
満
庫
」
　
で
、
「
隆
源
院
殿
様
御
成
奉
入
、
鍛
冶
屋
御
上
覧
、

拝
戴
御
小
袖
」
し
、
「
田
辺
」
を
「
田
部
」
　
に
改
め
さ
せ
、
「
前
綿
屋
」
　
の
　
「
家
号
」

を
名
乗
ら
せ
た
と
い
う
。
こ
の
時
、
安
右
衛
門
の
兄
弟
に
庄
右
衛
門
が
お
り
、
上
棉

屋
を
号
し
た
が
、
享
保
十
四
年
没
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
上
綿
屋
は
一
代
で
終

わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
庄
右
衛
門
は
1
時
期
、
か
な
り
経
済
的
に
も
勢
い
が
あ
っ
た
。

田
郡
家
九
代
の
安
右
衛
門
が
元
禄
五
～
九
年
こ
ろ
、
家
屋
敷
を
次
々
と
購
入
し
て
い

た
こ
ろ
、
庄
右
衛
門
も
元
禄
十
年
の
八
月
と
十
月
、
さ
ら
に
同
十
七
年
三
月
に
合
わ

(g)

せ
て
三
軒
の
家
屋
敷
を
購
入
し
て
い
る
。
「
鉄
山
旧
記
」
　
に
も
享
保
十
一
年
　
(
一
七

二
六
)
松
江
藩
の
炉
を
l
 
O
カ
所
定
め
た
時
、
綿
屋
鍋
助
(
田
部
家
二
代
・
祖
右

衛
門
)
　
が
二
ヶ
所
許
さ
れ
た
が
、
庄
右
衛
門
も
1
ヶ
所
許
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
享
保
十
四
年
に
庄
右
衛
門
が
亡
-
な
り
、
そ
の
子
松
之
助
は
ま
だ
幼

少
で
あ
っ
た
た
め
、
頓
原
綿
屋
・
与
次
兵
衛
の
子
、
善
八
が
養
子
に
入
っ
た
。
し
か

し
享
保
十
八
年
九
月
に
は
「
先
年
養
父
庄
右
衛
門
よ
り
石
見
や
借
銀
方
江
当
分
質
物

(
3
)

に
入
置
申
鉄
山
」
も
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
。
善
八
は
、
与
頭
甚
左
衛

門
に
対
し
、
「
実
父
与
次
兵
衛
家
督
猶
以
相
続
得
不
仕
候
」
と
述
べ
、
与
次
兵
衛
も

「
御
米
代
弐
拾
貫
目
余
不
納
仕
候
得
共
、
御
憐
慣
ヲ
以
年
賦
二
被
為
仰
付
」
　
た
ば
か

り
で
あ
っ
た
た
め
、
と
て
も
援
助
す
る
余
力
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
年
十
一
月

(:ご

の
善
八
か
ら
田
部
長
右
衛
門
と
土
屋
半
十
郎
へ
の
　
「
口
上
覚
」
　
に
よ
る
と
、
「
養
父

庄
右
衛
門
代
よ
り
之
借
銀
殊
二
近
年
御
拝
借
銀
井
二
新
借
大
分
出
来
仕
」
、
返
済
す

る
あ
て
も
な
-
、
既
に
潰
れ
る
し
か
な
い
状
態
で
あ
り
、
善
八
は
実
家
の
頓
原
へ

「
逼
塞
」
し
た
。
そ
の
後
、
上
綿
屋
の
手
代
、
孫
右
衛
門
と
善
五
郎
は
、
本
谷
鉄
山

と
杉
戸
鉄
山
を
前
綿
屋
に
質
入
れ
し
て
借
銀
し
、
「
鉄
山
家
蔵
諸
道
具
」
　
は
御
札
方

質
入
れ
と
し
、
上
綿
屋
幼
年
の
松
之
助
を
養
育
す
る
こ
と
を
綿
屋
長
右
衛
門
と
土
屋

{X¥)

半
十
郎
に
訴
願
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
庄
右
衛
門
方
の
借
銀
は
、
石
見
屋
の
み
な
ら

ず
、
大
坂
、
宍
道
、
三
刀
屋
に
も
あ
り
、
二
人
の
手
代
は
、
こ
れ
ら
を
も
綿
屋
長
右

衛
門
と
土
屋
半
十
郎
が
「
年
々
二
御
指
引
ヲ
以
調
申
様
」
　
に
お
願
い
し
て
い
る
。
結

局
、
上
綿
屋
の
炉
関
係
資
産
は
綿
屋
長
右
衛
門
が
引
き
継
い
だ
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
享
保
十
八
年
時
点
で
、
綿
屋
長
右
衛
門
家
は
一
族
の
長
と
し
て
確
固
た
る
地

位
を
築
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
木
ノ
下
の
金
屋
子
神
社
の
立
派
な
鳥
居
は
元
文
五

年
九
月
に
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
l
 
O
代
・
田
部
長
右
衛
門
元
年
と
二
代
・
同
祖

右
衛
門
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
時
綿
屋
は
並
ぶ
も
の
な
き
存
在
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

10

注
(
-
)
　
た
た
ら
製
鉄
に
お
け
る
地
下
構
造
の
研
究
は
、
考
古
学
の
方
か
ら
実
証
研
究
さ
れ
て
き
た
。

潮
見
浩
氏
は
地
下
構
造
に
つ
い
て
、
本
床
状
遺
構
と
小
舟
状
遺
構
で
構
成
さ
れ
る
と
し
て
'

(
-
)
中
央
部
に
舟
底
状
の
施
設
、
そ
の
両
側
に
小
港
を
配
し
'
全
体
が
楕
円
形
に
近
い
辛

面
を
な
し
、
い
ず
れ
も
地
盤
を
振
り
込
ん
で
形
成
し
た
も
の
へ
　
(
-
)
中
央
部
の
本
床
状
遺

構
が
長
方
形
に
近
-
、
そ
の
両
面
の
溝
も
本
床
状
遺
構
に
平
行
L
へ
直
線
的
と
な
っ
て
お
り
、

全
体
が
長
方
形
を
な
す
も
の
に
推
移
す
る
も
の
、
(
-
)
本
床
状
遺
構
、
小
舟
状
遺
構
と
も

高
さ
が
1
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
よ
う
に
大
型
化
し
、
本
床
状
遺
構
の
両
側
に
見
ら
れ
る
溝
に

は
石
や
鉄
樺
で
蓋
を
わ
た
し
た
よ
う
な
構
造
の
三
型
が
あ
り
、
中
世
か
ら
近
世
へ
い
た
る
炉



の
地
下
構
造
は
、
こ
の
三
つ
の
段
階
を
へ
て
近
世
の
本
床
釣
り
へ
推
移
す
る
と
位
置
付
け
て

い
る
　
(
潮
見
浩
「
調
査
の
総
括
」
-
『
中
国
地
方
製
鉄
遺
跡
の
研
究
』
I
)
.
こ
れ
に
対
し

て
、
河
瀬
正
利
氏
は
、
潮
見
氏
の
提
示
し
た
型
に
加
え
て
、
本
床
状
遺
構
の
み
で
構
成
さ
れ

る
も
の
も
あ
る
と
し
た
　
(
河
瀬
正
利
「
中
田
地
方
た
た
ら
吹
製
鉄
の
技
術
伝
播
」
I
『
岸
田

浩
之
編
『
中
国
地
域
と
対
外
関
係
』
-
』
.

(
-
)
河
瀬
正
利
氏
は
、
「
床
釣
り
施
設
が
設
置
さ
れ
、
製
鉄
炉
を
覆
う
建
屋
の
高
殿
が
築
か
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
十
七
世
紀
前
半
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
」
　
(
注
(
-
)
に
示
し
た
河
瀬

氏
の
論
文
)
と
い
っ
て
い
る
。

武
井
博
明
氏
は
「
出
雲
・
石
見
地
方
の
鉄
山
に
お
い
て
は
、
十
六
世
紀
中
葉
に
踏
吹
子
か

ら
吹
差
吹
子
へ
の
発
展
が
行
わ
れ
、
十
八
世
紀
初
・
中
葉
に
い
た
る
約
一
世
紀
半
～
二
世
紀

が
、
吹
差
吹
子
製
鉄
法
の
行
わ
れ
た
期
間
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
天
秤
吹

子
の
　
「
生
産
力
的
な
有
位
性
」
を
強
調
し
な
が
ら
、
「
天
秤
吹
子
の
始
期
は
、
貞
享
・
元
禄

期
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
(
『
近
世
製
鉄
史
論
』
)

土
井
作
治
氏
は
、
「
中
国
地
方
の
山
間
部
で
行
わ
れ
る
た
た
ら
製
鉄
は
'
中
世
末
の
土
豪

あ
る
い
は
広
大
な
林
野
を
も
占
有
す
る
名
田
地
主
の
鉄
山
経
営
が
解
体
し
、
近
世
的
生
産
体

制
へ
の
編
成
替
が
行
わ
れ
て
、
村
方
地
主
の
経
営
へ
と
移
行
し
た
よ
う
で
あ
る
」
と
い
い
、

さ
ら
に
『
鉄
山
必
用
記
事
』
の
記
述
か
ら
、
「
生
産
量
の
鍵
を
に
ざ
る
送
風
装
置
は
、
石
見
・

出
雲
地
方
で
十
六
世
紀
半
ば
か
ら
踏
吹
子
か
ら
吹
差
吹
子
に
発
展
し
て
お
り
、
さ
ら
に
近
世

前
期
に
は
備
後
・
安
芸
両
国
に
も
伝
播
し
て
用
い
ら
れ
、
伯
書
・
美
作
地
域
で
は
天
秤
吹
子

が
普
及
す
る
ま
で
、
踏
吹
子
に
よ
る
製
鉄
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
」
と
す
る
。
ま
た
、
「
中

国
地
方
で
、
天
秤
吹
鐘
が
開
始
さ
れ
る
時
期
は
、
ま
ず
天
和
・
貞
享
年
代
に
伯
書
・
備
後
両

国
で
'
つ
い
で
貞
享
・
元
禄
年
代
に
安
芸
・
出
雲
両
国
、
享
保
年
代
に
石
見
国
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
い
、
「
高
殿
鍍
体
制
」
が
　
「
ほ
ぼ
元
禄
・
享
保
期
を
境
に
確
立
し
た
こ
と

に
よ
り
、
多
量
の
和
鉄
　
(
割
鉄
)
・
和
鋼
　
(
級
)
を
産
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て

い
る
　
(
「
近
世
た
た
ら
製
鉄
の
技
術
」
-
『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
　
第
-
巻
　
採
鉱

L
J
-
1
D
金
』
所
収
-
)
J

(
-
)
土
井
氏
論
文
へ
注
(
-
)
に
示
し
た
論
文
。

(
4
)
田
部
家
文
書
　
整
理
番
号
　
前
蔵
c
0
-
0
0
-
c
^
「
志
津
見
村
鉄
山
証
文
井
か
や
の
山
謹
文
」

の
な
か
の
　
「
永
代
売
渡
中
山
之
事
」
。
こ
の
史
料
に
関
連
し
て
は
山
崎
一
郎
氏
が
分
析
し
て

お
り
へ
近
く
成
果
を
出
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

ま
た
佐
竹
昭
氏
は
、
近
世
前
期
田
郡
家
の
鉄
山
集
積
過
程
に
注
目
し
て
い
る
。
田
部
家
文

書
に
は
、
『
日
本
林
制
史
資
料
』
に
も
所
収
さ
れ
て
い
な
い
多
-
の
近
世
前
期
の
山
林
関
係

文
書
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
佐
竹
昭
氏
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
麻
原
家
へ
慢
井
家

に
続
い
て
の
成
果
が
期
待
さ
れ
る
。

(
-
)
田
部
家
文
書
　
整
理
番
号
　
前
蔵
2
 
7
「
永
代
売
渡
申
町
家
屋
敷
之
事
」

(
-
)
広
島
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
。
同
大
学
中
山
富
広
氏
の
好
意
に
よ
り
、
氏
の
翻
刻
・
整
理

し
た
も
の
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

(
7
)
　
田
部
家
文
書
　
前
蔵
・
N
.
-
3
-
-

(
-
)
山
崎
一
郎
「
正
徳
四
年
「
覚
書
」
に
つ
い
て
」
(
『
梗
井
家
た
た
ら
の
研
究
と
文
書
目
録
』

所
収
)

(
-
)
小
野
武
夫
「
出
雲
名
族
の
研
究
」
(
昭
和
二
年
)
、
山
田
盛
太
郎
『
日
本
農
業
生
産
力
構
造
』

(
1
九
六
〇
年
)
.
近
世
前
期
田
部
家
の
山
林
集
積
に
つ
い
て
は
注
(
4
)
で
言
及
し
た
よ
う
に
、

佐
竹
昭
氏
の
研
究
成
果
が
近
-
出
る
は
ず
で
あ
る
。

(
S
)
現
在
の
田
部
家
に
伝
え
ら
れ
る
系
図
は
、
二
三
代
朋
之
氏
が
「
田
郡
家
史
」
編
纂
の
過
程

で
作
製
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
伝
え
ら
れ
た
系
図
を
「
浄
書
」
し
た
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
代
々
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
七
代
・
五
代
五
右
衛
門
以
降
に
つ
い
て
は
、

明
暦
四
年
以
降
の
一
紙
文
書
が
あ
り
、
そ
れ
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
S
)
　
二
〇
〇
四
年
三
月
、
鉄
の
道
文
化
圏
推
進
協
議
会
編
、
岩
田
書
院
発
行
、
二
二
八
頁

¥
r
-
i
J
　
田
郡
家
文
書
　
前
蔵
8
-
<
*
<
1
1
-
1

(
?
2
~
)
田
部
家
文
書
　
前
蔵
s
-
-
-
田
郡
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
系
図
」
で
は
、
本
稿
第
二

図
に
示
す
「
-
代
五
左
衛
門
」
　
の
兄
弟
の
と
こ
ろ
で
、
「
古
山
・
与
三
兵
衛
」
と
あ
る
が
、

一
紙
文
書
に
は
た
び
た
び
「
古
山
・
五
郎
右
衛
門
」
と
で
て
-
る
の
で
、
こ
ち
ら
が
正
し
い

Ill



と
理
解
し
て
訂
正
し
た
。

(
3
)
『
鉄
師
麻
原
家
の
研
究
と
文
書
目
録
』
(
島
根
県
槙
田
町
-
現
、
奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
、

二
〇
〇
五
年
三
月
)
所
収

(
1
)
山
崎
l
郎
「
十
七
～
十
八
世
紀
へ
松
江
藩
の
鉄
山
政
策
と
鉄
山
業
の
展
開
」
(
『
史
学
研
究
』

第
二
六
七
号
所
収
)

『
鉄
師
麻
原
家
の
研
究
と
文
書
目
録
』
(
島
根
県
榛
田
町
-
現
、
奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
-
、

二
〇
〇
五
年
三
月
)
所
収

山
崎
一
郎
「
正
徳
四
年
「
覚
書
」
に
つ
い
て
」
(
『
横
井
家
た
た
ら
の
研
究
と
文
書
目
録
』

所
収
、
奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
八
年
三
月
)

(
c
-
,
'
)
注
I
t
-
|
J
に
同
じ
。

.
t
-
J
「
享
保
年
間
三
郡
御
買
鉄
二
関
ス
ル
1
件
」
(
『
鉄
師
麻
原
家
の
研
究
と
文
書
目
録
』
(
島
根

県
横
田
町
-
現
、
奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
1
、
二
〇
〇
五
年
三
月
)
所
収
。

田
郡
家
前
蔵
、
箱
2
7

/
"
t
-
1
~
¥

K
c
o
)
田
郡
家
文
書
、
前
蔵
2
-
*
*
1
3
4
、
享
保
十
八
年
九
月
「
乍
恐
奉
願
上
御
事
」

(
S
)
同
上
、
前
蔵
c
o

-
c
o

(
S
3
)
同
上
、
前
蔵
1
9
1
-
1
3
5
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